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「培根達支」の精神をもって
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――「培根達支」の精神をもって――

１ 基本姿勢

教育基本法はじめ教育関係法規および学習指導要領の趣旨を踏まえ，仙台市教育ビジョン，「杜

の都の学校教育」等を基盤に据え，開校以来連綿と受け継がれてきた本校の伝統と校風を重んじ，

学校を取り巻く教育環境を勘案しながら，保護者や地域住民に信頼される「地域とともに歩む学校」

づくりを推進する。

２ 基本方針

児童の実態と地域の実情を踏まえ，創意に満ちた，調和のある教育課程を編成し，その実践を通

して，児童一人一人に「生きる力」を育成する。

(1) 教育活動全体を通して，知・徳・体の調和のとれた教育を行い，児童に確かな学力を育成し，

豊かな心をはぐくみ，あわせて体力向上及び健康増進を図る。

(2) 児童の学習意欲の向上や家庭学習習慣の定着化に努め，各教科の学習指導における基礎的・基

本的な知識，技能の習得を図る。

(3) 言語活動の充実や体験的学習を通して，児童の思考力・判断力・表現力を養い，児童一人一人

の学力向上を図る。

(4) 通常学級において，特に配慮を要する児童や，特別支援学級に在籍する児童に対する支援の充

実を図る。

(5) 教師集団の組織力を高め，児童にとって安全で楽しい学校づくりをめざす。

(6) 家庭や地域及び関係諸機関との連携を強め，協働型学校評価の推進に努め，より一層開かれた

学校づくりをめざす。

３ 学校教育目標

心身ともに健康で，向上心をもって自分を高め，たくましく生きる児童の育成

４ めざす児童像

◎ かしこく（磨かれた知性） ―― よく考え，自分を表現する子ども

◎ やさしく（豊 かな心 情） ―― 思いやりの心をもち，助け合う子ども

◎ たくましく（健やかな身体） ―― 健康で，がんばり通す子ども



５ めざす児童像の指導目標

◎ かしこく（磨かれた知性） ―― よく考え，自分を表現する子ども

・人の考えによく耳を傾け，自分の考えを豊かな表現で分かりやすく発表する。

・多面的な見方や考え方で課題を把握し，自ら追究して解決しようと努める。

・自分の目標をもち，計画的に学習する習慣を身につける。

◎ やさしく（豊 かな心 情） ―― 思いやりの心をもち，助け合う子ども

・自他の生命を大切にし，思いやりの心をもって行動する。

・相手の立場を理解し，集団の一員として協力して行動する。

・自然や動植物を大切にし，豊かな情操をもって生活する。

◎ たくましく（健やかな身体） ―― 健康で，がんばり通す子ども

・進んで運動に親しみ，継続して自分の身体を鍛える。

・物事に粘り強く取り組み，最後までやり遂げる。

・健康に関心をもち，安全で衛生的な生活を送る。

６ めざす学校像

◎ 確かな学びがひろがる学校

◎ 教職員の指導力が高まる学校

◎ 家庭や地域とともに歩む学校

７ めざす教師像

◎ 心身ともに健康で，専門性と人間性を十分に発揮できる教師

◎ 児童の気持ちを感受し，児童一人一人を大切にする教師

◎ 楽しく分かる授業を心がけ，常に授業改善に努める教師

◎ 新しい課題に積極的に取り組み，組織の一員として協調できる教師

◎ 児童・保護者・地域及び同僚から信頼される教師

８ 今年度の重点事項

(１) 教師集団の組織力を高め，教師個々の指導力の向上をめざす。

(２) 児童一人一人の課題に応じた学習指導・教育的支援の充実をめざす。

(3) 協働型学校評価を推進し，保護者，地域，関係機関との一層の連携・融合

をめざす。



９ 今年度の具体的な推進事項

（１）教育課程マネージメントサイクル・特色ある学校づくりの推進

学校教育目標の具現化を目指し，全教職員の創意工夫を結集し，児童や地域の実態を踏まえて，

調和と統一のある教育課程の編成と実施に努めるとともに，Plan（計画）Do（実施）Check（評価）

Action（改善）等の一連の流れを重視し，特色ある学校づくりを推進する。

〇 協働型学校評価の推進に努め，学校経営・運営の改善，学習指導・生徒指導等の改善に努める。

〇 各教科等の年間指導計画の自校化及び指導と評価の一体化をねらう教育活動に努める。

〇 学年別週時程表の工夫とゆとりある年間授業時数の確保に努める。

〇 地域の自然や文化，歴史を生かした教育課程の編成と実施に努める。

（２）確かな学力の確立・図書館教育の充実

児童一人一人に基礎的・基本的な知識・技能を習得させるとともに，それらを活用して課題を解

決するために必要な思考力，判断力，表現力をはぐくみ，図書館を積極的に利用するなど，主体的

に学習に取り組む態度を養う。

〇 各教科等において言語活動の充実を踏まえた授業構成と体験活動の充実を図る。

〇 仙台市標準学力検査・学習状況調査等の結果分析に基づく指導法改善に努める。

〇 児童の学習意欲の向上と家庭における学習習慣の定着化を図る。

〇 数学的な思考力・科学的な思考力を高めるための理数教育の充実を図る。

〇 自発的な調べ学習や読書活動の活性化をめざした図書館教育の充実運営に努める。

（３）道徳教育・心の教育・人権教育の充実

教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに，ボランティア活動や自然体験活動などの

豊かな体験を通して，児童の内面に根ざした道徳性の育成を図り，他人を思いやる心，生命や人権

を尊重する心など，豊かな人間性を養う。

〇 道徳教育年間指導計画により，道徳の授業の指導の充実を図る。

〇 全ての教育活動を通して，人間尊重・生命尊重の精神を培う指導を行う。

〇 体験的学習活動を通して，よりよい感性をはぐくむための情操教育を推進する。

〇 豊かな心をはぐくむための学校環境の整備を図る。

（４）生徒指導の充実

学校教育全体を通して，正義感や倫理観，社会生活上のルールやモラルなど，主体的・自律的な

態度の育成に努め，正しい判断力や自ら責任をもって行動できる能力を培う。また，教育相談を充

実させるとともに，家庭や地域，関係団体等と積極的に連携する。

〇 校内生徒指導体制の確立と児童理解を基軸とした学級経営の充実を図る。

〇 基本的な生活習慣の育成と規律正しい学校生活の指導の徹底をめざす。

〇 いじめや不登校問題，問題行動の未然防止と教育相談の充実を図る。

〇 家庭や地域，各種関係団体との連携をもとに，きめ細かな生徒指導の徹底をめざす。



（５）自分づくり教育の推進

社会の環境が著しく変化する中で，将来，児童が直面するであろう様々な課題に柔軟かつたくま

しく対応し，社会人・職業人として自立していくために，児童一人一人の勤労観・職業観を育てる

自分づくり教育を推進する。

〇 各教科や各領域を横断的に組み立てた体験活動を通して，自分づくり教育を推進する。

〇 児童が他者や社会とのかかわり，達成感や自己有用感を味わう指導の充実に努める。

〇 家庭や地域の公所・店舗等との共通理解を深め，より実効性のある連携を図る。

（６）外国語活動（英語活動）の推進

社会や経済のグローバル化が急速に進展し，異文化の共存や持続可能な発展に向けて国際協力が

求められる昨今，小学校段階から英語を主とした外国語活動を通して国際理解教育を推進する。

〇 ALT の活用等を通して，外国語（英語）によるコミュニケーションを体験させる。

〇 場面やテーマに応じた基本的な単語や表現を用いて，異言語や異文化にふれさせ，その理解に

努めさせる。

〇 全学年を通して，系統的に英語活動が展開できるように年間指導計画を作成する。

（７）情報教育・環境教育の充実

急速に発展する社会の情報化により，コンピュータは調べ学習や発表など多様な学習のための重

要な手段の一つとして活用されている。このことから，児童に情報活用能力をはぐくむことは今日

的な必須課題となる。

一方，エネルギー・環境問題は，資源の乏しい日本にとって重要な問題である。そこで，次代を

担う児童に対して，環境や自然と人間とのかかわり，環境問題と社会のあり方・生活様式とのかか

わりについて理解を深めさせ，実践的な態度や能力を養う。

〇 各教科等において，コンピュータや情報通信ネットワークなどの積極的な活用を図る。

〇 コンピュータの基本的な操作の習得や情報モラル等にかかわる指導の充実を図る。

〇 横断的に環境問題を取り上げ，地球温暖化や自然や環境にかかわる課題を追究する。

〇 児童一人一人に資源や環境に配慮したライフスタイルの確立できるように努める。

（８）体育・健康教育，安全教育の推進

体育はもとより，他教科や特別活動などの教育活動全体の中で，計画的・継続的な指導を行い，

生涯にわたって心身ともに健康で，安全な生活ができる実践力や生活習慣の形成に努め，家庭や地

域と連携しながら児童の体力増進，保健教育，安全教育を推進する。

〇 体力づくりを主眼とした教科体育の充実と体育的行事の工夫を図る。

〇 心身の成長発達に即した保健指導の充実と保健安全的行事の工夫を図る。

〇 学校内外における児童の安全確保のために防犯・防災教育を推進する。

〇 危険箇所の把握と改善，通学路上の交通安全の指導の充実を図る。

〇 校内安全衛生管理体制を確立するとともに，校舎内外の清掃活動の徹底化を図る。



（９）特別支援教育の充実

児童の障害の状態や発達段階を踏まえて，全教職員共通理解のもと，一人一人にふさわしい学習

の場や教育内容，方法を工夫し，特別支援教育の充実に努める。

〇 LD，ADHD，高機能自閉症等を含め，障害児童のニーズに対応した支援の充実を図る。

〇 個別教育支援計画による適切な教育課程の編成と指導方法の工夫・改善を図る。

〇 特別支援教育コーディネーターを核とした校内支援体制の確立と充実を図る。

〇 保護者と継続的な教育相談を進めながら適正な就学指導を推進する。

〇 院内学級の教育の充実と関係学校及び関係諸機関との連携を図る。

（10）いのちの教育・食育教育の充実

学校教育においては児童の心身の調和的発達を重視する必要があり，そのために，児童自らが心

身の成長発達について正しく理解することが不可欠となる。また，近年，児童に偏った栄養摂取，

朝食欠食等の食生活の乱れや肥満傾向の増大などが見られる。このことから，児童の心身の成長発

達及び生活や学習の基盤としての食に関する指導の充実を図る。

〇 心身の発育・発達と健康，性感染症等の予防に関する教育の充実を図る。

〇 生命の尊重や自己及び他者の個性を尊重し，望ましい人間関係を構築する教育を施す。

〇 食事の重要性，栄養や食事の摂り方，食品の品質・安全等に関する指導に努める。

〇 食物の生産等にかかわる人々への感謝，望ましい食習慣の形成，食文化の理解に努める。

〇 家庭の教育力低下に伴い，家庭への啓蒙と学校との連携の充実を図る。

（11）家庭や地域との連携・教育環境の整備充実

学校教育への保護者や地域社会の期待と要望を的確に把握し，経営方針の策定や教育活動の計画

に生かすとともに，学校の教育目標や方針，教育計画等を説明して理解と協力が得られるように努

める。また，教育課程の実施状況等の自己点検，自己評価を行い，積極的にその公表に努める。

〇 学校便り，ホームページ，ＰＴＡ総会等における教育方針の説明とその公開に努める。

〇 教育課程実施状況の自己点検，自己評価と他者評価（保護者）の実施と公表に努める。

〇 学校運営の活性化を促す学校評議員会の設置とその活用の充実に努める。

〇 PTA と連携し，登下校時における児童の安全確保に努める。

〇 緊急発生時に伴う連絡手段として，保護者携帯電話への送信継続化を図る。

〇 学区内各種団体と連携し，通学路の安全確保と防犯巡視員の増員を図る。

（12）校内研修の充実

教職員としての使命，責任を自覚し，豊かな人間性や社会性を養うとともに，学級経営，学習指

導及び生徒指導をはじめ，様々な教育課題に適切に対応できる実践的な指導力を高める校内研修を

計画的に実施する。

〇 授業研究を中心とした校内共同研究，個人研究の推進による指導力の向上を図る。

〇 学校課題を踏まえた校内研修の充実と研究会・講習会等への積極的な参加に努める。

〇 校内研修の充実のために仙台市教育センターを軸に研究機関との徹底した連携を図る。


